
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省では、昭和５８年度から毎年６月※を「まちづくり月間」と定め、まちづくり

について広く住民の理解と協力を得ることを目的として、 都道府県、市町村、関係団体等

の協力を得て、様々な広報活動や行事の開催等、まちづくりに関する啓発活動を幅広く実施

しています。 
  ※昭和４３年６月１５日に現在のまちづくりの根幹となる「新都市計画法」及び「改正建築基準法」が公布

されたことから６月としています。 
  

この一環として行われている「まちづくり月間まちづくり功労者国土交通大臣表彰」等に

北海道内からも受賞がありましたのでご紹介します。（国土交通省報道発表資料はこちら） 
 

平成２６年度 まちづくり月間まちづくり功労者国土交通大臣表彰 
まちづくり功労者国土交通大臣表彰は、魅力あるまちづくりの推進に努め、特に著しい功

績のあった個人や地方公共団体を含む団体に対して表彰します。 

 

道内受賞者：苗穂駅周辺まちづくり協議会（全国で３４団体） 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｖｏｌ．２２１ 
（H26.6.20） 

北海道開発局都市住宅課 
まちづくり相談窓口 

今 

号 

の 

記 

事 

 

 

 

○ 「まちづくり月間」まちづくり功労者国土交通大臣表彰、まち交大賞等の受賞者発表 
○ 北海道広告景観タウンミーティングの開催 
○ 都市の緑 ３表彰の募集について 
○ PPP/PFIによる公営住宅の整備を支援します 
 ままちちづづくくりりにに関関ししてて紹紹介介ししたたいい地地域域のの取取組組、、配配信信アアドドレレススのの変変更更等等ににつついいててはは、、  

ままちちづづくくりり相相談談窓窓口口((メメーールルははここちちらら))ままでで  
※配信希望は随時受け付けております。 

各項目の○を 

クリックすると 

各項目見出しに 

ジャンプします 

「まちづくり月間」まちづくり功労者国土交通大臣表彰、

まち交大賞等の受賞者発表 

 
 

苗穂駅周辺施設ワークショップの様子 

本協議会運営ＨＰ「はば

たく苗穂」では、まちめ

ぐりマップ等、様々な情

報が発信されています。 

→ＨＰはこちらです。 

http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi05_hh_000106.html
mailto:machidukuri@hkd.mlit.go.jp
http://www.naebo.com/aruku.php
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苗穂駅周辺まちづくり協議会は、ＪＲ苗穂駅周辺地区の住民主体のまちづくりを推進する

ため、まちづくり及び再開発に関する調査研究等を行うことを目的として発足。地域住民が

組織する町内会と民間企業で構成され、現在会員は１１０団体。地域内外の交流や地域のま

ちづくりを発信する拠点として「苗穂カフェ（コミュニティカフェ）」を運営しています。 

評価された主な活動について、本協議会は、行政との共催のまちづくりワークショップや、

地域住民全員を対象としたアンケート調査等を行い、行政との協働で「JR 苗穂駅周辺地区

まちづくりガイドライン」を策定。その後、地区の課題や新しいまちの動きを踏まえ、まち

づくりガイドラインの重点地区を中心として、ＪＲ苗穂駅の移転、橋上化、駅前広場等の一

体的整備でまちづくり拠点を形成する等といった札幌市の『苗穂駅周辺地区まちづくり計

画』策定に参加。事業化に大きく貢献しました。 

また、地域の住民や企業を対象とした「苗穂景観塾」、H25 年度には駅周辺施設意匠検

討ワークショップを実施、駅周辺施設のデザインの調和を図るなど、景観まちづくり活動な

どを実施し、地域住民のまちづくり意識の醸成に貢献しました。 

  

第９回 まち交大賞（まちづくり月間関連行事） 
  （主催：まちづくり情報交流協議会、（一財）都市みらい推進機構、後援：国土交通省） 

まち交大賞は、「都市再生整備計画」に基づくまちづくりにおいて、計画、事業の実施な

どで優れた取組を行った地区に対して表彰されます。 

 

① まち交大賞（国土交通大臣賞）受賞者：北海道北見市（全国で１地区） 

 この賞は、地域の創意工夫を活かしたまちづくりの取組がなされ、都市再生整備計画の策

定、事業の実施等において優れた地区で、他の地域のモデルとして特に優秀な地区に表彰さ

れるもので、道内の大賞受賞は今回が初めてです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市再生整備計画は、都市再生特別措置法に基づき、市町村が作成するもので、これにより実施される事

業等の費用に充当するため、社会資本整備総合交付金を交付。 

詳細は、国土交通省ＨＰをご覧ください。 

http://www.mlit.go.jp/toshi/crd_machi_tk_000012.html
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 北見市留辺蘂町温根湯温泉地区は、北海道有数の温泉地区として発展してきましたが、地

場産業の衰退、人口減少とともに、観光客は平成１０年をピークに減少し、中心となる温泉

街は空き店舗の増加で、地域活力の低下が顕著となっていました。 

 そこで、温泉街再生を目指したまちづくり計画を策定するため、広場の整備や橋の架け替

えといったハード事業の整備だけではなく、できるだけ市民参加や地域住民主体のまちづく

りに向けたソフト事業も展開し、市民とともに一体となり、最重要課題として取り組みまし

た。 

まちの観光施設として位置づけている「道の駅おんねゆ温泉」へ来訪者を取り込む目的で、

建物の影になっていた「山の水族館」を既存の道の駅に隣接させ、「山の水族館」の移転改

築を行い、あわせて独創的な水槽も整備しました。 

また、空き店舗が多い温泉街では、夜の温泉街の魅力を創出するため、1 店舗 3 坪程度の

屋台村の催事と温根湯温泉の観光施設などへ来訪者を誘導し回遊できる仕掛けとして、電動

自転車のレンタル事業を社会実験として試みました。 

その他、温根湯温泉街の観光施設の紹介を含め、持ち歩いて散策できるようなポケットサイズ

のマップを作成し、道の駅等に配置しました。 

この結果、地域回遊道路、公園、広場の整備など、景観に配慮したまちなみ整備と連動して整

備した「山の水族館」が飛躍的な入館者数となったことにより、温泉街への誘導が促進され、隣

接する道の駅周辺の売店や飲食店、温根湯温泉のホテル等の集客が増加するとともに、留辺蘂地

域の飲食店においても来客者の増加傾向が現れました。 

今後も、「山の水族館」を核とした集客力の持続と水族館効果を地域全体で活かしていく市民

の機運ができつつあり、温泉街の活性化とまちづくり活動への市民主体の取組が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

温泉ゆめ広場のモニュメントと夢花橋 日本初「滝つぼ水槽」 山の水族館 

社会実験として実施した３坪長屋 

 ←↑新しく整備されたおんねゆ温泉街を散策するためのパンフレット 
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② まちづくりシナリオ賞 道内受賞者：北海道下川町（全国で３地区） 

 この賞は、都市再生整備計画において、テーマの設定、まちづくりのアイディア、計画策定の

プロセスの３つの観点から優秀な地区に表彰されます。 

 

 下川町では、かつて旧駅前周辺が町の中心として賑わっていましたが、平成元年に JR 名寄本

線が廃止されて以降、駅前商店街の衰退が始まり、人通りもまばらな状況にありました。 

 

そこで、これまで環境モデル都市・環境未来都市として取り組んでいた地域の特性を活か

し、森林共生低炭素社会の構築を基盤とした森林総合産業の創造を目標に「都市再生整備計画

区域内」にある市街地中心部を「低炭素まちづくり計画区域」として定め、コンパクトなまちづ

くりを推進することで、環境に係る取組と連携・連動した「まちの顔づくり・にぎわいづくり」

を目指しました。 

 

旧駅舎があった場所には、かつての賑わい空間を創出するため、森林のまちにふさわしい交流

と活動の拠点となる「(仮)まちおこしセンター」を整備することとし、併せて、森林のぬくもり

感じるみどりの拠点としての公園整備や、良好な市街地の回遊を可能とする道路整備を進

め、まちの中心部へ都市機能を集約して、環境への負荷低減を目指した計画を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

※「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく「低炭素まちづくり計画」の策定は、下川町

が道内初です。（下川町低炭素まちづくり計画の概要については、まちづくりメールニュース

Vol.20８をご覧ください。） 

  

 

 

 

http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_jigyou/sinko/mn208.pdf
http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_jigyou/sinko/mn208.pdf
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第２６回 全国街路事業コンクール 
        （主催：全国街路事業促進協議会、後援：国土交通省） 
 この賞は、街路整備に優れた業績をあげている地方公共団体等を表彰し、望ましい街路事業の

推進と整備基準及び技術水準の向上を図ることを目的としています。 

今回のコンクールでは、全国の都道府県等から推薦された２３件の事業から１０件が各賞を受

賞しました。 

全国街路事業促進協議会会長賞 道内受賞者：北海道札幌市（全国で２地区） 

 ＪＲ白石駅は、札幌駅から２駅と都心部へのアクセスに優れた位置にありますが、南口駅前広

場は狭隘でバス・タクシーの乗継ぎの利便性が不十分でした。 

 一方の駅北口では駅前広場及びアクセス道路が未整備であった他、駅の利用者が狭い人道橋を

渡る必要があるなど、南北で市街地が分断されている課題があり、交通結節点の機能向上が求め

られていました。 

 そこで、地域住民と行政で検討の場を設け、駅周辺地区の目標像を共有しながら、歴史ある白

石のレンガを復活させてデザインに取り入れるなどの整備計画を策定。本事業により、駅の南口、

北口にそれぞれ新たな駅前広場を設けた他、駅利用者の連絡通路、白石駅へのアクセス道路の拡

幅整備等を行うことで、総合的な交通結節点の機能向上と南北市街地の一体化が図られました。 

 表彰の理由について、本事業は、総合的な交通結節点としての機能を高めるとともに、バリア

フリーへの対応など利用者の利便性も向上させた他、地域特性を活かしたデザインにより、新た

な都市空間を創出したことが高く評価されました。 

 人が集まる駅を拠点に総合的な交通結節点の整備を行ったことで、地域が活性化され、更なる

発展に期待が寄せられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

完成全景（白石駅南口） 完成全景（上空） 

整備前 

    

  
南北駅前広場に 200 ㎡の花壇を整備し地域住民

が主体となって管理 

近隣 4 小学校と共にレンガウォールの一部デザイン

を検討した“つむつむレンガ”プロジェクト 

自由通路の幅員構成は歩行空間 6ｍに加え、イベント等活用

スペースとして 4ｍ確保。地域の情報発信や交流の場を創出 

エレベーター・エスカレーターとオストメイト対応の多目的ト

イレを設置し、バリアフリー化へ対応 
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 北海道屋外広告業団体連合会と北海道屋外広告士会は、屋外広告物がまちなみ景観や自然

景観にどのような影響を与えているか、日頃何気なく見ている景色を新たな視点で見つめ直

し、暮らしの中にある屋外広告物がどのようであったらよいか、地域住民、行政、屋外広告

業者などが、それぞれの立場から考えるきっかけをつくる目的で、『北海道広告景観タウン

ミーティング』を開催します。 

 このタウンミーティングは、今回が初めの開催で、「世界ジオパーク」に認定され、自然

環境豊かな北海道有数の観光地でもあります「洞爺湖町」で行われます。 

 

 

開催日時  平成２６年６月２７日（金） 午後１時３０分～午後５時３０分（受付１時～） 

  

場  所  洞爺湖文化センター（洞爺湖町洞爺湖温泉 142 tel 0142-75-4400） 

  

定  員  ７０名 

 

申込締切  ６月２１日（土） 

 

参加費用  無料（プログラム終了後、意見交換会（立食形式、２千円）有り） 

 

 

 

参加をご希望の方は、氏名、所属、連絡先、意見交換の出席の有無を下記の問い合わせ先へ

ご連絡ください。 

 

問い合わせ先 

（一社）北海道屋外広告業団体連合会 

Tel ：０１１－６２１－２３９３ 

Fax：０１１－６４１－１５６０ 

Email：hokouren@isis.ocn.ne.jp 

 

北海道広告景観タウンミーティングの開催 
～より良い広告景観について～ 

※締切後でも、申し込みが予定数に達していない場合は

受付可能ですのでお問い合わせください。 
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公益財団法人都市緑化機構では、人々の暮らしに潤いと安らぎを与え、地球温暖化の抑制

や生物多様性の保全に寄与する都市の緑化保全と緑化推進の普及を目的に、３つの顕彰・表

彰事業を「都市の緑３表彰」の冠銘のもと、全国の市民団体の活動を支援しています。 

 

 

 

 

 

この中で「緑の都市賞」は、樹木や花、水辺などの「み

どり」を用いた環境の改善、景観の向上、地域社会の活

性化、青少年の育成等に取り組み、環境や社会に対する

貢献と実績を上げている団体を下記部門毎に募集を行

い、優れた団体等を顕彰し、快適で地球に優しい生活環

境の創出を推進することを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

締切は、平成２６年７月３１日（木）まで 

 

詳しくは(公財) 都市緑化機構ＨＰをご確認ください。 

都市の緑 ３表彰の募集について 
（主催：公益財団法人都市緑化機構、後援：国土交通省） 

「緑の実績」を顕彰する「緑の都市賞」 

「緑の計画」を顕彰する「緑の環境デザイン賞」 

「緑の技術」を顕彰する「屋上・壁面・特殊緑化技術コンクール」 

募集の概要 

緑の市民協働 

部門 

 

 

 

緑の事業活動 

部門 

 

 

 

緑のまちづくり

部門 

 

 

表彰、副賞 

 

募集する団体：主に市民団体（町内会・自治会等、ＮＰＯやその他の任意の

団体等 

内    容：ボランティアを基本とした地域社会や環境への貢献活動に優

れた実績 

 

募集する団体：主に民間事業者（指定管理などの業務として取り組むＮＰＯ

等団体の活動含む） 

内    容：民間・公共問わず、都市の緑の保全や創出に取り組む事業活

動の優れた実績 

 

募集する団体：主に市町村 

内    容：都市全般や地域の総合的な緑化に取り組み、地域の個性を活

かした緑化を展開する優れた実績 

 

・内閣総理大臣賞：１点［副賞 20 万円（活動助成金）］ 

・国土交通大臣賞：３点以内［副賞 15 万円（活動助成金）］ 

・都市緑化機構会長賞：３点以内［副賞 10 万円（活動助成金）］ 

・奨励賞：若干［副賞 5 万円（活動助成金）］ 
※副賞の活動助成金は「緑の市民協働部門」の受賞団体のみを対象とします 

みどりを守り育てる活動や事業の実績を募集します。 

http://urbangreen.or.jp/ug/blog/001toshisho_top/
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 国土交通省では、従来から公営住宅の整備が必要な地方自治体に対して PPP/PFI 方式等

の民間活用により、整備事業を行うための補助・助成を行ってきましたが、平成２６年度は

より行いやすくするため補助・助成等を追加・創設しました。 

 

PPP/PFI 手法の活用、スマートウェルネス化の推進に係る制度拡充（平成 26 年度予算） 

１）PPP/PFI 導入可能性調査の助成対象への追加  

・PPP/PFI 手法の導入可能性検討調査について、公営住宅整備事業の助成対象に追加します。 

（事業主体：地方公共団体）  

２）民間事業者に対する直接補助スキームの創設 

・ＢＯＴ方式により実施する公的賃貸住宅整備

事業について、民間事業者に対する直接補助制

度の導入を行います。 

（事業主体：民間事業者、補助率：１／２） 

※１ ＰＦＩ法の手続きによらない場合も対

象とします。ただし、公営住宅法に基づき買

取り・借上げを実施する必要があります。 

※２ 民間事業者が自ら公営住宅を建設する

場合だけでなく、他主体からの買取りにより

供給する場合も対象とします。  

※１、※２の拡充については、現行の交付金制

度におけるＢＯＴ方式に対する支援において

も同様の取り扱いとします。  

 

 

 

 

 

公営住宅整備における民間活力導入に関する予算制度（概要） 

○ 直接建設・買取り・借上げいずれも補助を実施します。  

○ 民間事業者が建設し、借上げ公営住宅として一定期間管理したあと、最終的に自治体に引き

渡す場合（ＢＯＴ方式）建設費の補助率を、借上げ方式（共同施設整備費のみ対象）ではな

く直接建設方式（工事費全体が対象）と同様の補助率にしています（下記の④）  

○ 平成 26 年度予算で、民間事業者が建設し、借上げ公営住宅として一定期間管理したあと、

最終的に自治体に引き渡す場合、民間事業者への直接補助制度を創設しました（下記の⑤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPP/PFI による公営住宅の整備を支援します 
～民間事業者のノウハウを活用～ 

 

■基本設計指定型の買取公営（秋田県営南ヶ丘住宅） 

ＳＴＥＰ１ 

 

基本設計図書の作成 

 

募集要項等の作成 

 

 プロポーザル方式による民間事業者選定 

 

民間事業者による実施設計と住宅建設 

ＳＴＥＰ２ 

 
ＳＴＥＰ３ 

 

参画を県内業者に限定し、

提案書作成労力の軽減、住宅

の品質確保の観点から県が事

前に基本設計図書を作成。提

案ボリュームを簡素化すると共

に基本設計図書を条件化 

地元事業者の負担を軽減した事例 

PPP/PFI による公営住宅の整備についてまとめたパンフレット（暫定版）ができました。（概要版はこちら） 

パンフレットは今年度中に充実する予定です。今後パンフレットと事業をおこなうために必要な書類（案）

（事前広告、入札説明書、要求水準書、落札者選定基準、基本協定書）については、「公共住宅事業者等

連絡協議会（事連協）」にて、共通書類として公表の予定です。 

PFI 事業については、内閣府 民間資金等活用事業推進室(PFI 推進室)ＨＰ、内閣府 ＰＦＩ関連用語集ＨＰをご覧ください。 

 

 

http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_jigyou/sinko/mn221/pamphlet.pdf
http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_jigyou/sinko/mn221/gaiyou.pdf
http://www8.cao.go.jp/pfi/tebiki/index.html
http://www8.cao.go.jp/pfi/tebiki/shiryou/yougosyuu/yougosyuu01.html

